
�
香
川
県
国
民
健
康
保
険
調
整
交
付
金
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
����

�
香
川
国
際
交
流
会
館
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
����

�
香
川
県
社
会
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

�
香
川
県
新
規
産
業
創
出
支
援
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
���	

�
香
川
県
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

	
香
川
県
出
先
機
関
事
務
決
裁
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
号
外

�
字
の
名
称
の
変
更

�
号
外

�
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
三
豊
市
の
区
域
の
人
口

〃

〃

�
公
平
委
員
会
の
事
務
の
受
託

〃

〃

�
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類
型
を
当
て
は
め
る
地
域
に
お
け
る
区
域
の
区

分
の
変
更

	
����

�
平
成
十
一
年
香
川
県
告
示
第
百
三
十
九
号
（
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の
類

型
を
当
て
は
め
る
地
域
及
び
道
路
に
面
す
る
地
域
に
お
け
る
幹
線
交
通
を
担
う
道

〃

〃

路
）
の
一
部
改
正

	
平
成
元
年
香
川
県
告
示
第
千
四
十
号
（
航
空
機
騒
音
に
係
る
環
境
基
準
の
地
域
の

類
型
を
あ
て
は
め
る
地
域
）
の
一
部
改
正

〃

〃

�
騒
音
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
の
廃
止

〃

〃



騒
音
規
制
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
地
域
の
廃
止

〃

〃

�
平
成
十
三
年
香
川
県
告
示
第
四
百
六
十
七
号
（
特
定
建
設
作
業
に
伴
つ
て
発
生
す

る
騒
音
の
規
制
に
関
す
る
基
準
別
表
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
く
区
域
の
指
定
）
の

〃

〃

一
部
改
正

��
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
八
百
号
（
騒
音
規
制
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
く
指
定
地
域
内
に
お
け
る
自
動
車
騒
音
の
限
度
を
定
め
る
省
令
の
規
定
に
基

〃

〃

づ
く
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改
正

��
昭
和
四
十
五
年
香
川
県
告
示
第
千
三
百
二
号
（
農
地
法
第
三
条
第
二
項
第
五
号
等

〃

〃

の
面
積
の
指
定
）
一
部
改
正

��
昭
和
五
十
四
年
香
川
県
告
示
第
二
百
六
十
三
号
（
指
定
代
理
金
融
機
関
及
び
収
納

代
理
金
融
機
関
が
取
り
扱
う
事
務
並
び
に
指
定
金
融
機
関
等
の
名
称
及
び
位
置
等
）

の
一
部
改
正

〃

〃

��
地
方
自
治
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
高
松
市
、
木
田
郡
、
香
川
郡
及
び
綾
歌
郡
の

区
域
の
人
口

��
����

��
平
成
四
年
香
川
県
告
示
八
百
二
十
二
号
（
丸
亀
市
、
坂
出
市
、
善
通
寺
市
、
観
音

寺
市
、
さ
ぬ
き
市
及
び
東
か
が
わ
市
に
お
け
る
民
生
委
員
協
議
会
の
区
域
）
の
一

〃

〃

部
改
正

��
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
（
民
生
委
員
の
定
数
）
の
一
部
改
正

〃

〃

�	
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
七
百
九
十
一
号
（
民
生
委
員
の
定
数
）
の
一
部
改
正

〃

〃

��
第
四
次
香
川
県
保
健
医
療
計
画
の
変
更

〃

〃

�

公
衆
浴
場
入
浴
料
金
の
統
制
額
の
指
定
等

〃

〃

��
漁
港
漁
場
整
備
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
内
容
の
改
正

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

��
����

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
医
療
扶
助
施
術
担
当
者
の
指
定

〃

〃

��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
医
療
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

〃

〃

告

示

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

規

則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

第
九
三
〇
〇
号
か
ら

第
九
三
〇
七
号
ま
で

号
外
（
一
、
三
一
）

番
号

題

名

日

県
報

番
号

○

○

平
成
十
八
年
二
月
三
日
第
九
三
〇
八
号
付
録

香
川
県
報
目
録

平
成
十
八
年
一
月

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

一



��
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
休
止
し
た
旨
の
届
出

〃

〃

�	
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
事
業
所
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

〃

〃

��
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

〃

〃

�

身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

〃

〃

��
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

〃

〃

��
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

〃

〃

��
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

〃

〃

��
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
廃
止
の
届
出

〃

〃

��
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
百
五
十
八
号
（
香
川
県
旅
館
業
営
業
施
設
の
措
置
の

基
準
等
に
関
す
る
条
例
に
規
定
す
る
知
事
が
別
に
定
め
る
施
設
の
指
定
）
の
一
部

〃

〃

改
正

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

�	
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
過
疎
地
域
自
立
促
進
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
基
幹
道
路
の
改
築
工
事
の
完
了

〃

〃

�

公
有
水
面
埋
立
工
事
の
竣
功
認
可

〃

〃

��
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

��
都
市
計
画
法
の
規
定
に
よ
る
都
市
計
画
事
業
の
認
可

〃

〃

��
道
路
の
位
置
指
定

〃

〃

��
平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
七
百
八
十
八
号
（
道
路
の
位
置
指
定
の
一
部
廃
止
）

の
一
部
訂
正

〃

〃

��
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
発
生
の
た
め
の
同
意
の
認
定

��
����

��
香
川
県
建
設
工
事
共
同
企
業
体
事
務
取
扱
要
領
の
一
部
を
改
正
す
る
要
領

〃

〃

��
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

��
����

�	
知
的
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

〃

〃

��
児
童
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

〃

〃

�

昭
和
五
十
年
香
川
県
告
示
第
五
百
一
号
（
漁
業
災
害
補
償
法
に
よ
る
区
域
及
び
区

分
の
決
定
）
の
一
部
改
正

〃

〃

��
漁
船
損
害
等
補
償
法
の
規
定
に
よ
る
付
保
義
務
の
消
滅

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
平
成
十
六
年
香
川
県
告
示
第
百
二
十
五
号
（
公
営
住
宅
法
施
行
令
第
二
条
第
一
項

第
四
号
に
規
定
す
る
数
値
の
決
定
）
の
一
部
改
正

〃

〃

��
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出

��
����

�	
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

〃

〃

��
公
有
水
面
埋
立
免
許
の
出
願

〃

〃

�

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

��
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

	�
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

〃

〃

	�
香
川
県
証
紙
の
売
り
さ
ば
き
人
の
変
更

〃

〃

	�
瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
特
定
施
設
の
設
置
の
許
可
申
請

��
���	

	�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
を
廃
止
し
た
旨
の
届
出

〃

〃

	�
生
活
保
護
法
の
規
定
に
よ
る
介
護
扶
助
担
当
機
関
の
指
定

〃

〃

	�
香
川
県
統
計
調
査
条
例
の
規
定
に
よ
る
香
川
県
父
子
実
態
調
査
の
実
施

〃

〃

		
土
地
収
用
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
の
認
定

〃

〃

	�
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

	

道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

	�
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
道
路
の
供
用
開
始

〃

〃

��
道
路
の
区
域
変
更

〃

〃

��
電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
電
線
共
同
溝
を
整

備
す
べ
き
道
路
の
指
定

〃

〃

��
道
路
の
位
置
指
定

〃

〃

��
平
成
十
二
年
香
川
県
告
示
第
七
十
九
号
（
口
頭
に
よ
り
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
個
人
情
報
）
の
一
部
改
正

��
����

��
地
方
卸
売
市
場
の
廃
止
の
許
可

〃

〃

�	
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

〃

〃

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

	
����

公

告

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

二



�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

〃

〃

�
歯
科
技
工
士
試
験
の
実
施

〃

〃

�
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

〃

〃

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

��
����

	
平
成
十
七
年
香
川
県
公
告
第
七
百
九
号
（
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
特
約
業
者
の

指
定
の
取
り
消
し
）
の
一
部
訂
正

〃

〃

�
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

〃

〃



土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

�
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
同
意

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
解
散
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
清
算
人
就
任
の
届
出

〃

〃

��
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

〃

〃

�	
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
適
否
決
定

〃

〃

�

公
共
測
量
の
実
施
の
通
知

〃

〃

��
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

��
����

��
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

〃

〃

��
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

〃

〃

��
一
般
競
争
入
札
の
実
施

〃

〃

��
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

〃

〃

��
平
成
十
七
年
度
地
籍
調
査
事
業
計
画
の
変
更

��
����

��
肥
料
の
登
録
の
有
効
期
間
の
更
新

〃

〃

�	
落
札
者
等
の
公
示

��
����

��
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
の
規
定
に
よ
る
変
更
の
届
出

〃

〃

�

土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

�	
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

〃

〃

�

土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了
の
届
出

〃

〃

��
一
般
競
争
入
札
の
実
施

��
���	

��
土
地
改
良
区
の
役
員
の
住
所
変
更
の
届
出

〃

〃

��
県
営
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
計
画
の
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
に
係
る
換
地
処
分
の
届
出

〃

〃

��
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了

〃

〃

��
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

��
����

�	
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

〃

〃

��
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

〃

〃

�

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
告

〃

〃

��
香
川
県
農
業
経
営
基
盤
促
進
基
本
方
針
の
変
更

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
適
否
決
定

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
同
意

〃

〃

��
土
地
改
良
事
業
の
同
意

〃

〃

�	
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
定
款
変
更
の
認
可

〃

〃

�

土
地
改
良
区
の
役
員
の
就
退
任
の
届
出

〃

〃

��
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

〃

〃

	�
土
地
改
良
区
の
役
員
の
退
任
の
届
出

〃

〃

	�
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
監
督
処
分

〃

〃

	�
建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
監
督
処
分

〃

〃

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

三



�
香
川
県
教
科
書
セ
ン
タ
ー
設
置
管
理
規
則
及
び
へ
き
地
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
���	

�
高
速
艇
に
係
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

〃

〃

�
落
札
者
等
の
公
示

��
����

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

	
����

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

〃

〃

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

〃

〃

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
届
出

〃

〃

�
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の
所
属
選
挙
区
の
変
更

��
����

	
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

��
����

�
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

〃

〃



個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

��
����

�
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告

〃

〃

��
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

〃

〃

�	
地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一

の
数

〃

〃

��
平
成
十
八
年
香
川
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
五
号
（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規

定
に
よ
る
県
議
会
議
員
の
所
属
選
挙
区
の
変
更
）
の
一
部
訂
正

〃

〃

�

公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
病
院
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と
な
っ
て

い
る
病
院
の
指
定
の
取
消
し

��
����

��
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
規
定
に
よ
る
老
人
ホ
ー
ム
の
長
が
不
在
者
投
票
管
理
者
と

な
る
べ
き
老
人
ホ
ー
ム
の
指
定

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

��
����

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
の
指
定
を
取
り
消
し
た

旨
の
報
告

〃

〃

��
個
人
演
説
会
等
を
開
催
す
る
こ
と
が
で
き
る
施
設
と
し
て
指
定
し
た
旨
の
報
告

〃

〃

�	
地
方
自
治
法
に
規
定
す
る
直
接
請
求
に
必
要
な
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
三
分
の
一

の
数

〃

〃

��
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出

��
���	

�

政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出

〃

〃

��
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
等
の
届
出

〃

〃

��
政
治
資
金
規
正
法
の
規
定
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
取
消
し
の
届
出

〃

〃

�
高
速
艇
に
係
る
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

��
���	

正

誤

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

人
事
委
員
会
規
則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

選
挙
管
理
委
員
会
告
示

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

教
育
委
員
公
告

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

教
育
委
員
会
規
則

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

四



�
平
成
十
七
年
十
二
月
二
十
日
（
香
川
県
報
号
外
六
）
香
川
県
規
則
第
百
二
十
号
中

訂
正

��
����

香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

五



香

川

県

報

平
成
十
八
年
一
月
分

六


